
25.12 ７１号プール討論 

 

議案第７１号 東部公園のプール再整備・萩山公園のプール跡地活用に関する公民連携事業の事業契約

の締結について 

 

議案第７１号 東部公園のプール再整備・萩山公園のプール跡地活用に関する公民連携事業の事業契約

の締結について、生活者ネットワークとして賛成の討論をいたします。 

委員会審査の中で、事業契約の相手方として示されている小平東部・萩山公園 PFI 株式会社の代表企業

株式会社フージャースウエルネス＆スポーツは滋賀県大津市や大阪府堺市などで同様の事業の経験があ

ること、構成企業がそれぞれ役割をもって事業を行うことなどが示されたことから、適切であると判断

し賛成するものです。 

市民にとって親しみやすく利用しやすい施設になるよう以下申し述べます。 

１，委員会審査の中であわせて５面のピックルボールのコートが提案されていることがわかりました。

ピックルボールは市民にとってはまだそれほど馴染みのないスポーツで、今後、普及・啓発が必要

です。コートではバドミントンなどの競技もできるとの説明はありましたが、市民のニーズに合う

ように市民とともに話し合うこと、柔軟な対応をお願いします。 

２，東部公園のプール再整備では屋外スポーツ施設として体操やヨガのスペースを設置する提案が示さ

れました。このスペースは人工芝ではなく天然芝で整備するよう要望しておきます。 

３，プロポーザル審査は、８名の審査委員で行われましたがメンバーに市民の代表が入っていません。

施設を利用する側の意見、市民の意見をよく聞き、反映されるように取り組むことを要望して生活

者ネットワークの賛成討論といたします。 

 

 

 


